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４　この申告が修正申告である場合の⑦欄に記入する金額は、⑦欄の「ａ－ｂ－⑥」の金額が修正前の当該金額を超える場合には、当該修正前の金額にとどめます（⑧及び⑨欄も同様で

す。）。ただし、この制度の適用を受ける対象非上場株式等又は対象相続非上場株式等（期限内申告において第８の２表の付表１及び付表２の「２　対象非上場株式等の明細」並びに第８の

２表の付表３の「２　対象相続非上場株式等の明細」に記入した対象非上場株式等又は対象相続非上場株式等に限ります。）の評価誤り又は税額の計算誤りがあった場合で、その誤りだけを

修正するものであるときの⑦欄の金額は、当該修正前の金額を超えることができます。
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